
 

（１）給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替 

 働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除及び公的年金等控

除の控除額を一律１０万円引き下げ、基礎控除の控除額が１０万円引き上げられました。 

 

 

（出典）財務省ホームページ平成３０年度税制改正から一部抜粋 

 

 

１、基礎控除の見直し 

合計所得金額 改 正 後 改 正 前 

２，４００万円以下 ４３万円 

３３万円 

２，４００万円超 

２，４５０万円以下 
２９万円 

２，４５０万円超 

２，５００万円以下 
１５万円 

２，５００万円超 適用無し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

２、給与所得控除の見直し 

   【 改 正 後 】 

給与等の収入金額 給与所得金額 

５５１，０００円未満 ０円 

５５１，０００円 以上 １，６１９，０００円未満 収入金額－５５０，０００円 

１，６１９，０００円 以上 １，６２０，０００円未満 １，０６９，０００円 

１，６２０，０００円 以上 １，６２２，０００円未満 １，０７０，０００円 

１，６２２，０００円 以上 １，６２４，０００円未満 １，０７２，０００円 

１，６２４，０００円 以上 １，６２８，０００円未満 １，０７４，０００円 

１，６２８，０００円 以上 １，８００，０００円未満 
〇収入金額を 4,000 で割り、商を 4,000 倍する 

上記計算の金額×６０％＋１００，０００円 

１，８００，０００円 以上 ３，６００，０００円未満 
〇収入金額を 4,000 で割り、商を 4,000 倍する 

上記計算の金額×７０％－８０，０００円 

３，６００，０００円 以上 ６，６００，０００円未満 
〇収入金額を 4,000 で割り、商を 4,000 倍する 

上記計算の金額×８０％－４４０，０００円 

６，６００，０００円 以上 ８，５００，０００円未満 収入金額×９０％－１，１００，０００円 

８，５００，０００円 以上 収入金額－１，９５０，０００円 

 

 

   【 改 正 前 】 

給与等の収入金額 給与所得金額 

６５１，０００円未満 ０円 

６５１，０００円 以上 １，６１９，０００円未満 収入金額－６５０，０００円 

１，６１９，０００円 以上 １，６２０，０００円未満 ９６９，０００円 

１，６２０，０００円 以上 １，６２２，０００円未満 ９７０，０００円 

１，６２２，０００円 以上 １，６２４，０００円未満 ９７２，０００円 

１，６２４，０００円 以上 １，６２８，０００円未満 ９７４，０００円 

１，６２８，０００円 以上 １，８００，０００円未満 〇収入金額を 4,000 で割り、商を 4,000 倍する 

上記計算の金額×６０％ 

１，８００，０００円 以上 ３，６００，０００円未満 〇収入金額を 4,000 で割り、商を 4,000 倍する 

上記計算の金額×７０％－１８０，０００円 

３，６００，０００円 以上 ６，６００，０００円未満 〇収入金額を 4,000 で割り、商を 4,000 倍する 

上記計算の金額×８０％－５４０，０００円 

６，６００，０００円 以上 １０，０００，０００円未満 収入金額×９０％－１，２００，０００円 

１０，０００，０００円 以上 収入金額－２，２００，０００円 

 

 

 



 ３、公的年金等控除の見直し 

   【 改 正 後 】 

受給者の年齢 

 
公的年金等収入金額 

年 金 所 得 計 算 式 

公的年金等に係る雑

所得以外の所得に係

る合計所得金額が

１，０００万円以下 

公的年金等に係る雑

所得以外の所得に係

る合計所得金額が

１，０００万円超

２，０００万円以下 

公的年金等に係る雑

所得以外の所得に係

る合計所得金額が

２，０００万円超 

６５歳未満 

※賦課期日時点 

１３０万円未満 収入金額－６０万円 収入金額－５０万円 収入金額－４０万円 

１３０万円以上～ 

４１０万円未満 

収入金額×７５％－

２７万５千円 

収入金額×７５％－

1７万５千円 

収入金額×７５％－

７万５千円 

４１０万円以上～ 

７７０万円未満 

収入金額×８５％－

６８万５千円 

収入金額×８５％－

5８万５千円 

収入金額×８５％－

4８万５千円 

７７０万円以上～ 

１，０００万円未満 

収入金額×９５％－

１４５万５千円 

収入金額×９５％－

１3５万５千円 

収入金額×９５％－

１2５万５千円 

１，０００万円以上 
収入金額－１９５万

５千円 

収入金額－１８５万

５千円 

収入金額－１7５万

５千円 

６５歳以上 

※賦課期日時点 

３３０万円未満 
収入金額－１１０万

円 

収入金額－１００万

円 
収入金額－9０万円 

３３０万円以上～ 

４１０万円未満 

収入金額×７５％－

２７万５千円 

収入金額×７５％－

1７万５千円 

収入金額×７５％－

７万５千円 

４１０万円以上～ 

７７０万円未満 

収入金額×８５％－

６８万５千円 

収入金額×８５％－

5８万５千円 

収入金額×８５％－

4８万５千円 

７７０万円以上～ 

１，０００万円未満 

収入金額×９５％－

１４５万５千円 

収入金額×９５％－

１3５万５千円 

収入金額×９５％－

１2５万５千円 

１，０００万円以上 
収入金額－１９５万

５千円 

収入金額－１８５万

５千円 

収入金額－１7５万

５千円 

 

 

【 改 正 前 】 

受給者の年齢 公的年金等収入金額 年金所得計算式 

６５歳未満 

※賦課期日時点 

１３０万円以未満 収入金額－７０万円 

１３０万円以上 ～ ４１０万円未満 収入金額×７５％－３７万５千円 

４１０万円以上 ～ ７７０万円未満 収入金額×８５％－７８万５千円 

７７０万円以上 収入金額×９５％－１５５万５千円 

６５歳以上 

※賦課期日時点 

３３０万円未満 収入金額－１２０万円 

３３０万円以上 ～ ４１０万円未満 収入金額×７５％－３７万５千円 

４１０万円以上 ～ ７７０万円未満 収入金額×８５％－７８万５千円 

７７０万円以上 収入金額×９５％－１５５万５千円 

 



４、所得金額調整控除の創設 

（１）給与等の収入金額が８５０万円を超える方 

給与等の収入金額が８５０万円を超え、次の①から③のいずれかに該当する場合は次の計算式により計算し 

た金額が控除されます（１，０００万円を超える場合、計算上使用する給与等の収入金額は１，０００万円）。 

 （給与等の収入金額－８５０万円）×１０％  

     ①本人が特別障害者に該当する 

     ②年齢２３歳未満（賦課期日時点）の扶養親族を有する 

     ③特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する 

  （２）給与所得と公的年金等に係る雑所得がある場合 

     給与所得と公的年金等に係る雑所得がありその合計額が１０万円を超える場合、次の金額を給与所得から控除しま

す。なお、給与所得と公的年金等に係る雑所得はそれぞれ１０万円を超える場合１０万円を限度とします。 

  給与所得＋公的年金等に係る雑所得－１０万円  

  

５、非課税基準および所得控除等の適用に係る合計所得金額等の見直し 

 

要  件 改  正  後 改  正  前 

同一生計配偶者及び扶養親

族の合計所得金額要件 
４８万円以下 ３８万円以下 

配偶者特別控除に係る配偶

者の合計所得金額要件 
４８万円超１３３万円以下 ３８万円超１２３万円以下 

勤労学生控除に係る合計所

得金額要件 
７５万円以下 ６５万円以下 

家内労働者等の所得計算の

特例に係る必要経費に算入

する金額の最低保障額 

５５万円 ６５万円 

障がい者、未成年者、寡婦及

び寡夫に対する非課税措置

に係る合計所得金額要件 

１３５万円以下 

※未婚のひとり親を含む 

１２５万円以下 

※未婚のひとり親を含まない 

均等割の非課税限度額の合

計所得金額要件 

●同一生計配偶者及び扶養親族がいない人 

２８万円＋１０万円 

●同一生計配偶者及び扶養親族がいる人 

２８万円×（同一生計配偶者を含む扶養親

族の人数＋１）＋１６万８千円＋１０万円 

●同一生計配偶者及び扶養親族がいない人 

２８万円 

●同一生計配偶者及び扶養親族がいる人 

２８万円×（同一生計配偶者を含む扶養親

族の人数＋１）＋１６万８千円 

所得割の非課税限度額の総

所得金額等要件 

●同一生計配偶者及び扶養親族がいない人 

３５万円＋１０万円 

●同一生計配偶者及び扶養親族がいる人 

３５万円×（同一生計配偶者を含む扶養親

族の人数＋１）＋３２万円＋１０万円 

●同一生計配偶者及び扶養親族がいない人 

３５万円 

●同一生計配偶者お及び扶養親族がいる人 

３５万円×（同一生計配偶者を含む扶養親

族の人数＋１）＋３２万円 


